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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第２期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第３期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第２期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成21年
４月１日
至平成21年
６月30日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

営業収益（百万円） 34,634 34,990 145,412

経常利益（百万円） 4,113 3,760 15,300

四半期（当期）純利益（百万円） 80 1,900 4,047

純資産額（百万円） 173,380 174,105 173,502

総資産額（百万円） 311,608 313,179 309,811

１株当たり純資産額（円） 48,977.7850,613.1850,341.69

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 23.55 564.58 1,190.35

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） － － －

自己資本比率（％） 53.8 54.4 54.7

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
10,146 15,617 31,431

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△6,168 △10,215 △27,778

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△4,130 △3,122 △7,766

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（百万円） 44,599 42,847 40,419

従業員数（人） 949 910 876

（注１）営業収益には、消費税は含んでおりません。

（注２）当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

（注３）潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、希薄化効果を有する潜在株式がないため記載

しておりません。

（注４）従業員数は、就業人員（当社及び連結子会社から当社及び連結子会社外部への出向者は除き、当社及び連結子会

社外部からの出向者並びに契約社員を含む）であります。
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２【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要

な関係会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年６月30日現在

従業員数（人） 910 (417)

　（注）従業員数は、就業人員（当社及び連結子会社から外部への出向者は除き、外部からの出向者並びに契約社員を含

む）であり、臨時雇用者数は（　）内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。但し、

業務委託契約に基づき派遣された人員については、就業時間を始め、就労に関する諸条件が当社グループの規程

の適用範囲ではない為、臨時従業員数に含めておりません。

(2）提出会社の状況

 平成21年６月30日現在

従業員数（人） 14 （－）

　（注１）従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に当第１四半期会計期間の平均人員を外数で記載してお

ります。

　（注２）従業員は、スカパーJSAT株式会社からの出向者（兼務出向者を含む）であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

（1）生産実績

　当社及び連結子会社は、サービスの提供にあたり、製品の生産を行っていないため、生産実績について記載すべき事

項はありません。

（2）受注実績

　当社及び連結子会社は、受注生産を行っておりませんので記載すべき事項はありません。

（3）販売実績

　当第１四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同四半期比（％）

有料多チャンネル事業 27,552 2.7

衛星事業 7,438 △4.9

合計 34,990 1.0

　　（注１）セグメント間取引については相殺消去しております。

　　（注２）本表の金額は、消費税等は含まれておりません。

　　（注３）「第５　経理の状況　注記事項（セグメント情報）」に記載のとおり、前第３四半期連結会計期間から事業の種

類別セグメントを変更したため、前年同四半期比較にあたっては前第１四半期連結会計期間分を変更後の区分

に組み替えて行っております。（以下「４　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」におい

ても同じ。）　

２【事業等のリスク】

　　当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。　

３【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(１)業績の状況

　　　当第１四半期連結会計期間のわが国経済は、世界的な景気後退を背景に企業業績が悪化し、雇用情勢や個人消費の低迷

が長期化するなど、厳しい情勢が続いております。

　　　反面、景気の悪化により「安・近・短」や「巣篭もり」といった消費動向が生まれ、当社有料多チャンネル事業にプラ

スの影響を与えている面もあり、長期安定契約中心の衛星事業と合わせて、景気悪化に対する当社業務の相対的な安

定性は示されてはいるものの、なお予断を許さない状況となっております。　

　　　放送業界においては、平成23年からの地上デジタル放送への完全移行に伴い、いわゆる三波共用のデジタルテレビや

DVDレコーダー等のデジタル家電の普及がますます拡大し、高画質のテレビ番組を楽しむ視聴者が増加してきており

ます。また、有料多チャンネル放送業界においては、ケーブルテレビ統括運営会社（MSO）が更なる連携・統合化を軸

に、有料多チャンネル放送、高速インターネット、IP電話サービス等を組み合わせたマルチプレイサービスを推進して

おり、有料多チャンネル放送業界における新規顧客獲得と既存顧客の囲い込みの競争は引き続き激化しております。

衛星通信業界においては、通信衛星の優位性を活かした各種放送・通信サービスは堅調に推移しているものの、光

ファイバによる高速・低価格の通信サービスの普及に伴い、厳しい顧客獲得競争が続き、また、無線ブロードバンド

サービスの商用化に向けた開発や実験が通信事業者により積極的に進められており、通信衛星サービスと地上系通信

サービス間の市場における競争環境は厳しさを増しております。　

　このような事業環境の中、当第１四半期連結会計期間における当社グループの営業収益は、有料多チャンネル事業に

おける累計加入者からの収入を基盤とした収益と、衛星事業における安定的な顧客基盤からの収益により34,990百万

円（前年同四半期比1.0％増）となりました。営業利益は、広告宣伝費及び減価償却費の上昇等の要因により4,031百

万円（前年同四半期比4.1％減）となりました。営業外収益として、受取利息及び有価証券売却益等、営業外費用とし

て支払利息及び持分法による投資損失等を計上した結果、経常利益は3,760百万円（前年同四半期比8.6％減）となり

ました。また、特別損益においては、前年同四半期に特別損失として計上した投資有価証券の減損が当第１四半期連結

会計期間では発生しなかったことから、税金等調整前四半期純利益は3,713百万円（前年同四半期比390.6％増）とな

りました。また、四半期純利益は、1,900百万円（前年同四半期は四半期純利益80百万円）となりました。　　
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　なお、主要な事業の概況は以下の通りです。　

1.　有料多チャンネル事業

　当第１四半期連結会計期間における有料多チャンネル放送視聴者の加入件数は、デジタルテレビの普及拡大に伴う

スカパー！ｅ２の契約件数の拡大や光ファイバを利用したｅ２再送信の開始の他、ＷＢＣ（ワールド・ベースボール

・クラシック）における日本チームの優勝を契機としたプロ野球人気の高まりを受けて、プロ野球セットの加入者が

増加したこと等により、新規個人契約件数が全体で160千件と前年同期の144千件を16千件上回りました。一方、個人解

約率は、スカパー！からスカパー！ｅ２ への加入者の移動等の要因が影響し、月換算率で1.3％と前年同期比0.2ポイ

ント上昇したため、契約純増は24千件となりました。この結果、当第１四半期連結会計期間末の契約件数累計は3,731

千件となりました。

　放送コンテンツは、サッカーコンテンツの更なる充実を図ってUEFAチャンピオンズリーグ及びUEFAヨーロッパリー

グの2009－2012シーズンの日本国内独占放送権を４月に取得いたしました。また、デジタルテレビの普及に伴う視聴

者のテレビ番組の高画質化ニーズに応えるとともに、既存加入者の解約防止及び更なる新規個人契約の獲得を図って

スカパー！サービスにおいて昨年より開始したハイビジョン放送のチャンネル数は、当第１四半期連結会計期間末で

18チャンネルとなりました。

　有料多チャンネル事業の営業収益は、27,552百万円（前年同四半期比2.7％増）となりました。営業利益は、2,638百

万円（前年同四半期比2.9％減）となりました。

2.　衛星事業　　

　当第１四半期連結会計期間における衛星事業では、スカパー！124度後継機の役割にアジア・オセアニアへのグロー

バルビジネス展開を見込んだ通信の機能を追加したJCSAT-13の調達を開始したほか、企業が扱う大容量のデータを安

全に蓄積するサービスとして、衛星で利用しているクラウド技術を利用したS*Plex3（エスプレックス　スリー）クラ

ウド・ストレージサービスの提供を６月１日から開始いたしました。更に米国KVH Industries, Inc.との提携による

世界規模での船舶間通信を実現する民間商船向け海洋ブロードバンドサービスも開始いたしました。

　衛星事業の営業収益は、7,438百万円（前年同四半期比4.9％減）となりました。営業利益は、1,570百万円（前年同四

半期比7.0％増）となりました。

(２)財政状態

　　　当第１四半期連結会計期間末における総資産は313,179百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,368百万円増加いた

しました。主な要因は、有形固定資産の増加2,443百万円等によるものです。

　　　当第１四半期連結会計期間末における総負債は139,073百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,764百万円増加いた

しました。主な要因は、前受収益の増加7,228百万円と、未払金の減少2,921百万円及び固定資産未払金の減少1,272百

万円によるものです。

　　　当第１四半期連結会計期間末における少数株主持分を含めた純資産は174,105百万円となり、前連結会計年度末に比べ

603百万円増加いたしました。また、自己資本比率は54.4％となり、前連結会計年度末と比べて0.3ポイント減少いたし

ました。

(３)キャッシュフローの状況

　　　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益3,713百万円に加え、減価償却費5,560百万円、のれ

ん償却額307百万円等の非資金流出費用、前受収益の増加7,228百万円等があり、15,617百万円（前年同四半期比

53.9％増）の収入となりました。

　　　投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出2,000百万円、有形固定資産及び無形固定資産の取

得による支出8,827百万円等により、10,215百万円（前年同四半期比65.6％増）の支出となりました。

　　　財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金支払による支出1,881百万円及び長期借入金の返済による支出1,161百

万円等により、3,122百万円の支出（前年同四半期は4,130百万円の支出）となりました。

　　　以上の結果、現金及び現金同等物の当第１四半期連結会計期間末の残高は42,847百万円となりました。

(４)事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(５)研究開発活動

　　　当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、32百万円であります。　　 
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、スカパー！ｅ２プラットフォーム送出設備の更新が終了し、当社グループの

主要な設備となりました。その設備の状況は次のとおりであります。

①有料多チャンネル事業 

会社名 区分（所在地）
設備の

内容

帳簿価額（百万円）

建物及び構

築物

機械装置

及び運搬具

工具器具及び

備品

土地

（面積㎡）
その他

ソフト

ウェア
合計

スカパーJSAT㈱

スカパー東京

メディアセンター

（東京都江東区）

送出設備 4 3,122 6 　　－ － 624 3,758

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重

要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 14,500,000

計 14,500,000

②【発行済株式】

種類

第１四半期会計期間末

現在発行数（株）

（平成21年６月30日）

提出日現在発行数（株）

（平成21年８月７日）

上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名
内容

普通株式 3,446,037 3,446,037
㈱東京証券取引所

（市場第一部）

当社は単元株制度を採

用しておりません。

計 3,446,037 3,446,037 － －

　（注）「提出日現在発行数」には、平成21年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使により

発行された株式数は含まれておりません。 
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（２）【新株予約権等の状況】

　　　　平成19年４月２日の株式移転に際し、当社子会社である株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ（現　

スカパーJSAT株式会社）が発行した新株予約権に代わるものとして交付した新株予約権

 　　①　

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個）（注２） 2,909　

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注２） 2,909

新株予約権の行使時の払込金額（円）(注３） 152,000

新株予約権の行使期間
自：平成19年４月２日

至：平成22年３月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 152,000

資本組入額　　76,000

新株予約権の行使の条件（注４） －

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注１）当社子会社である株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ（現　スカパーJSAT株式会社）が、平成15年６月27日開催の定時

株主総会の特別決議において、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権であります。

（注２）新株予約権１個当たりの目的である株式（以下「対象株式数」という。）は、当社普通株式１株とする。

　　　　当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により対象株式数を調整する。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　　　　また、当社が、株式無償割当てを行う場合、合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下総称して「合併等」という。）を行う場合、その他対象

株式数の調整を必要とする場合には、株式無償割当て、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で調整することができる。ただし、以

上までの調整により生じる１株未満の端数は切り捨てる。

（注３）当社が当社株式につき株式の分割又は株式の併合を行う場合、上記の行使価額は、株式の分割又は株式の併合の比率に応じ、次の算式によ

り調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

　　　　当社が時価を下回る価額で、当社株式につき新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未

満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社株式の交付を請求できる新株

予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の転換又は行使の場合を除き、株式無償割当てを含む。）、上記の行使価額は、次の算

式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 時価

    既発行株式数＋新規発行株式数

　　　　上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式

の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。

　　　　さらに、当社が合併等を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使

価額を調整することができる。

（注４）（1）新株予約権を割り当てられた者（以下「新株予約権者」という。）は、当社の取締役又は従業員たる地位を失った後も、これを行使

することができる。ただし、新株予約権者が、次の事由のいずれかに該当した場合は、その後、新株予約権を行使することができない。

　　　　　　　①　取締役が解任された場合又は従業員が諭旨解雇若しくは懲戒解雇された場合。

　　　　　　　②　取締役又は従業員が、当社と競業する会社の取締役、監査役、従業員、顧問、嘱託、コンサルタント等になるなど、当社に敵対する行為又は

当社の利益を害する行為を行った場合。ただし、当社に敵対する意図又は当社の利益を害する意図をもって、かかる行為を行っ

た場合に限る。

　　　　　　　③　禁錮以上の刑に処せられた場合。 

　　　　　　　④　従業員について、諭旨解雇又は懲戒解雇の原因となる事由が、退職後に発覚した場合。 

　　　　　　　⑤　第三者に対して新株予約権の譲渡、質入、担保権設定その他の処分を行った場合。 

　　　　（2）新株予約権者は、新株予約権１個について、これを分割して行使することはできない。

　　　　（3）新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。新株予約権者が死亡した場合、上記（1）に定める行使の条件は

適用されない。

（注５）新株予約権の取得事由

　　　　（1）下記に揚げる議案が当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合、当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会

が別途定める日が到来したときに、当社は無償で新株予約権を取得することができる。　　　

　　　　　　　①　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

　　　　　　　②　当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案

　　　　　　　③　当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

　　　　（2）当社は、当社取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権

の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する新株予約権の一部を認める。　
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　　②　

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個）（注２） 1,158　

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注２） 1,158

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注３） 126,105

新株予約権の行使期間
自：平成19年４月２日

至：平成22年11月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 126,105

資本組入額　　63,053

新株予約権の行使の条件（注４） －

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注１）当社子会社である株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ（現　スカパーJSAT株式会社）が、平成16年６月25日開催の定時

株主総会の特別決議において、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権であります。

（注２）新株予約権１個当たりの目的である株式（以下「対象株式数」という。）は、当社普通株式１株とする。

　　　　当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により対象株式数を調整する。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　　　　また、当社が、株式無償割当てを行う場合、合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下総称して「合併等」という。）を行う場合、その他対象

株式数の調整を必要とする場合には、株式無償割当て、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で調整することができる。ただし、以

上までの調整により生じる１株未満の端数は切り捨てる。

（注３）当社が当社株式につき株式の分割又は株式の併合を行う場合、上記の行使価額は、株式の分割又は株式の併合の比率に応じ、次の算式によ

り調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

　　　　当社が時価を下回る価額で、当社株式につき新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未

満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社株式の交付を請求できる新株

予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の転換又は行使の場合を除き、株式無償割当てを含む。）、上記の行使価額は、次の算

式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 時価

    既発行株式数＋新規発行株式数

　　　　上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式

の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。

　　　　さらに、当社が合併等を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使

価額を調整することができる。

（注４）（1）新株予約権を割り当てられた者（以下「新株予約権者」という。）は、当社の取締役又は従業員たる地位を失った後も、これを行使

することができる。ただし、新株予約権者が、次の事由のいずれかに該当した場合は、その後、新株予約権を行使することができない。

　　　　　　　①　取締役が解任された場合又は従業員が諭旨解雇若しくは懲戒解雇された場合。

　　　　　　　②　取締役又は従業員が、当社と競業する会社の取締役、監査役、従業員、顧問、嘱託、コンサルタント等になるなど、当社に敵対する行為又は

当社の利益を害する行為を行った場合。ただし、当社に敵対する意図又は当社の利益を害する意図をもって、かかる行為を行っ

た場合に限る。

　　　　　　　③　禁錮以上の刑に処せられた場合。 

　　　　　　　④　従業員について、諭旨解雇又は懲戒解雇の原因となる事由が、退職後に発覚した場合。 

　　　　　　　⑤　第三者に対して新株予約権の譲渡、質入、担保権設定その他の処分を行った場合。 

　　　　（2）新株予約権者は、新株予約権１個について、これを分割して行使することはできない。

　　　　（3）新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。新株予約権者が死亡した場合、上記（1）に定める行使の条件は

適用されない。

（注５）新株予約権の取得事由

　　　　（1）下記に揚げる議案が当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合、当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会

が別途定める日が到来したときに、当社は無償で新株予約権を取得することができる。　　　

　　　　　　　①　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

　　　　　　　②　当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案

　　　　　　　③　当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

　　　　（2）当社は、当社取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権

の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する新株予約権の一部を認める。　　
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　　③　

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個）（注２） 2,522　

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注２） 2,522　

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注３） 85,953

新株予約権の行使期間
自：平成19年８月１日

至：平成23年７月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　85,953

資本組入額　　42,977

新株予約権の行使の条件（注４） －

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
（注１）当社子会社である株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ（現　スカパーJSAT株式会社）が、平成17年６月24日開催の定時

株主総会の特別決議において、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権であります。
（注２）新株予約権１個当たりの目的である株式（以下「対象株式数」という。）は、当社普通株式１株とする。
　　　　当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により対象株式数を調整する。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　　　　また、当社が、株式無償割当てを行う場合、合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下総称して「合併等」という。）を行う場合、その他対象
株式数の調整を必要とする場合には、株式無償割当て、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で調整することができる。ただし、以
上までの調整により生じる１株未満の端数は切り捨てる。

（注３）当社が当社株式につき株式の分割又は株式の併合を行う場合、上記の行使価額は、株式の分割又は株式の併合の比率に応じ、次の算式によ
り調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

　　　　当社が時価を下回る価額で、当社株式につき新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未
満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社株式の交付を請求できる新株
予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の転換又は行使の場合を除き、株式無償割当てを含む。）、上記の行使価額は、次の算
式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 時価

    既発行株式数＋新規発行株式数

　　　　上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式
の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。

　　　　さらに、当社が合併等を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使
価額を調整することができる。

（注４）（1）新株予約権を割り当てられた者（以下「新株予約権者」という。）は、当社の取締役又は従業員たる地位を失った後も、これを行使
することができる。ただし、新株予約権者が、次の事由のいずれかに該当した場合は、その後、新株予約権を行使することができない。

　　　　　　　①　取締役が解任された場合又は従業員が諭旨解雇若しくは懲戒解雇された場合。
　　　　　　　②　取締役又は従業員が、当社と競業する会社の取締役、監査役、従業員、顧問、嘱託、コンサルタント等になるなど、当社に敵対する行為又は

当社の利益を害する行為を行った場合。ただし、当社に敵対する意図又は当社の利益を害する意図をもって、かかる行為を行っ
た場合に限る。

　　　　　　　③　禁錮以上の刑に処せられた場合。 
　　　　　　　④　従業員について、諭旨解雇又は懲戒解雇の原因となる事由が、退職後に発覚した場合。 
　　　　　　　⑤　第三者に対して新株予約権の譲渡、質入、担保権設定その他の処分を行った場合。 
　　　　（2）新株予約権者は、新株予約権１個について、これを分割して行使することはできない。
　　　　（3）新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。新株予約権者が死亡した場合、上記（1）に定める行使の条件は

適用されない。
（注５）新株予約権の取得事由
　　　　（1）下記に揚げる議案が当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合、当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会

が別途定める日が到来したときに、当社は無償で新株予約権を取得することができる。　　　
　　　　　　　①　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
　　　　　　　②　当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
　　　　　　　③　当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
　　　　（2）当社は、当社取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権

の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する新株予約権の一部を認める。　　
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　　④　

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個）（注２） 1,180　

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注２） 1,180

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注３） 70,256

新株予約権の行使期間
自：平成20年10月１日

至：平成24年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　70,256

資本組入額　　35,128

新株予約権の行使の条件（注４） －

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社の承認を

要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

（注５）
－

（注１）当社子会社である株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ（現　スカパーJSAT株式会社）が、平成18年８月30日開催の取締

役会決議において、会社法第238条第１項、第２項及び第240条第１項の規定に基づき発行した新株予約権であります。

（注２）新株予約権１個当たりの目的である株式（以下「対象株式数」という。）は、当社普通株式１株とする。

　　　　当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により対象株式数を調整する。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　　　　また、当社が、株式無償割当てを行う場合、合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下総称して「合併等」という。）を行う場合、その他対象

株式数の調整を必要とする場合には、株式無償割当て、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で調整することができる。ただし、以

上までの調整により生じる１株未満の端数は切り捨てる。

（注３）当社が当社株式につき株式の分割又は株式の併合を行う場合、上記の行使価額は、株式の分割又は株式の併合の比率に応じ、次の算式によ

り調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

　　　　当社が時価を下回る価額で、当社株式につき新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未

満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社株式の交付を請求できる新株

予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の転換又は行使の場合を除き、株式無償割当てを含む。）、上記の行使価額は、次の算

式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 時価

    既発行株式数＋新規発行株式数

　　　　上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式

の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。

　　　　さらに、当社が合併等を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使

価額を調整することができる。

（注４）（1）新株予約権を割り当てられた者（以下「新株予約権者」という。）は、当社の取締役又は従業員たる地位を失った後も、これを行使

することができる。ただし、新株予約権者が、次の事由のいずれかに該当した場合は、その後、新株予約権を行使することができない。

　　　　　　　①　取締役が解任された場合又は従業員が諭旨解雇若しくは懲戒解雇された場合。

　　　　　　　②　取締役又は従業員が、当社と競業する会社の取締役、監査役、従業員、顧問、嘱託、コンサルタント等になるなど、当社に敵対する行為又は

当社の利益を害する行為を行った場合。ただし、当社に敵対する意図又は当社の利益を害する意図をもって、かかる行為を行っ

た場合に限る。

　　　　　　　③　禁錮以上の刑に処せられた場合。 

　　　　　　　④　従業員について、諭旨解雇又は懲戒解雇の原因となる事由が、退職後に発覚した場合。 

　　　　　　　⑤　第三者に対して新株予約権の譲渡、質入、担保権設定その他の処分を行った場合。 

　　　　（2）新株予約権者は、新株予約権１個について、これを分割して行使することはできない。

　　　　（3）新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。新株予約権者が死亡した場合、上記（1）に定める行使の条件は

適用されない。
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（注５）当社が合併（合併により当社が消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以下総称して「組織再編行為」と

いう。）をする場合、合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社、吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義

務の全部又は一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を収得する株式

会社、または、株式移転により設立する株式会社（以下総称して「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の方針にて交付するもの

とする。但し、下記の方針に沿う記載のある吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画

の承認議案につき当社株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。

（1）交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

（2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（3）各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

（4）各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記（注２）に準じて決

定する。　　　　　　　

（5）新株予約権を行使することのできる期間

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発効日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。

（6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記３に準じて決定する。

（7）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。

（8）その他の新株予約権の行使条件ならびに新株予約権の取得事由

上記４及び下記７に準じて決定する。

（注６）新株予約権の取得事由

　　　　（1）下記に揚げる議案が当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合、当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会

が別途定める日が到来したときに、当社は無償で新株予約権を取得することができる。　　　

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株主交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

　　　　（2）当社は、当社取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権

の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する新株予約権の一部を認める。　　
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　　　　平成19年４月２日の株式移転に際し、当社子会社であるジェイサット株式会社（現　スカパーJSAT株式会社）が発行

した新株予約権に代わるものとして交付した新株予約権　

　　⑤　

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 　300

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注２） 1,200　

新株予約権の行使時の払込金額（注３）
１株当たりの払込価額に新株予約権１個当たりの目的と
なる株式数を乗じた金額

新株予約権の行使期間
自：平成20年12月22日
至：平成23年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　77,150
資本組入額　　38,575

新株予約権の行使の条件（注４） －

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するも
のとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

（注５）
－

（注１）当社子会社であるジェイサット株式会社（現　スカパーJSAT株式会社）が、平成18年６月27日開催の定時株主総会の特別決議において、会

社法第238条第２項及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権であります。

（注２）当社が合併、会社分割、株式分割または株式併合等を行うことにより、株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整

を行うものとします。

（注３）新株予約権１個当たりの払込金額は、１個当たりの払込金額である金７万7150円に、上記に定める新株予約権１個の目的たる株式数を乗

じた金額とする。なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の

算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

株式分割・株式併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（会社法第194条の規定

（単元未満株主による単元未満株売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」（平成13年法律第79号）

附則第５条第２項の規定に基づく自己株式の譲渡、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請

求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の転換又は行使による場合を除く）は、次の算式により行使価額を調

整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 新規発行前の株価

    既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数

とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 

（注４）（1）新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利の行使時において当社又は当社関係会社の取締役、監査役、

顧問の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由があると認めた場合は、この限りではな

い。

　　　　（2）新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続を認めるものとする。

　　　　（3）新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。

　　　　（4）新株予約権者は、次の各号の一に該当した場合、上記の権利行使期間中といえども、新株予約権を行使することができない。 

　　　　　　　①　禁錮以上の刑に処せられた場合。

　　　　　　　②　新株予約権者が解任された場合又は当社の就業規則により懲戒解雇又は諭旨解雇の制裁を受けた場合。

　　　　　　　③　新株予約権者が当社又は当社関係会社の取締役、監査役、顧問の地位を辞した場合。ただし任期満了による退任、その他正当な理由があ

ると当社が認めた場合は、この限りではない。 

　　　　　　　④　新株予約権者が当社以外の当社と競合する衛星通信事業又は衛星放送事業を目的とする会社の役職員に就任した場合（当社の書面に

よる承諾を事前に得た場合を除く）

　　　　　　　⑤　新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申出た場合。 
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 （注５）当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い

　　　　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（総称して「組織再編行為」という）

をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という）の新株予約権者に

対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに揚げる株式会社（以下「再編対象会社」という）の新株予約権

を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新た

に発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割

契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付す

るものとします。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定します。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後払込金額に③に

従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発効日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間の満了日まで

とします。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　　　　　ａ．新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第４０条第１項に従い算出される資本金等

増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

　　　　　ｂ．新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ａ記載の資本金等増加限度額から上記ａに定め

る増加する資本金の額を減じた額とします。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

⑧新株予約権の取得条項

　　　　　ａ．当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書または株式移転の議案

について当社株主総会の承認決議がなされたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとします。

　　　　　ｂ．当社は、新株予約権者が上記新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は当該新株予約権を無償で取得することができるものと

します。
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　　⑥　

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 1,152　

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注２） 　4,608

新株予約権の行使時の払込金額（注３）
１株当たりの払込価額に新株予約権１個当たりの目的と
なる株式数を乗じた金額

新株予約権の行使期間
自：平成20年12月22日
至：平成23年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　77,150
資本組入額　  38,575

新株予約権の行使の条件（注４） －

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するも
のとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

（注５）
－

（注１）当社子会社であるジェイサット株式会社（現　スカパーJSAT株式会社）が、平成18年６月27日開催の定時株主総会の特別決議において、会

社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権であります。

（注２）当社が合併、会社分割、株式分割または株式併合等を行うことにより、株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整

を行うものとします。

（注３）新株予約権１個当たりの払込金額は、１個当たりの払込金額である金７万7150円に、上記に定める新株予約権１個の目的たる株式数を乗

じた金額とする。なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の

算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

株式分割・株式併合の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（会社法第194条の規定

（単元未満株主による単元未満株売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」（平成13年法律第79号）

附則第５条第２項の規定に基づく自己株式の譲渡、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請

求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の転換又は行使による場合を除く）は、次の算式により行使価額を調

整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 新規発行前の株価

    既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数

とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 

（注４）（1）新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利の行使時において当社又は当社関係会社の取締役、監査役、

顧問又は従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、転籍、その他正当な理由があると認

めた場合は、この限りではない。

　　　　（2）新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続を認めるものとする。

　　　　（3）新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。

　　　　（4）新株予約権者は、次の各号の一に該当した場合、上記の権利行使期間中といえども、新株予約権を行使することができない。 

　　　　　　　①　禁錮以上の刑に処せられた場合。

　　　　　　　②　新株予約権者が解任された場合又は当社の就業規則により懲戒解雇又は諭旨解雇の制裁を受けた場合。

　　　　　　　③　新株予約権者が当社又は当社関係会社の取締役、監査役、顧問又は従業員の地位を辞した場合。ただし任期満了による退任、定年退職、転

籍その他正当な理由があると当社が認めた場合は、この限りではない。 

　　　　　　　④　新株予約権者が当社以外の当社と競合する衛星通信事業又は衛星放送事業を目的とする会社の役職員に就任した場合（当社の書面に

よる承諾を事前に得た場合を除く）

　　　　　　　⑤　新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申出た場合。
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 （注５）当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い

　　　　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（総称して「組織再編行為」という。）

をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という）の新株予約権者に

対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに揚げる株式会社（以下「再編対象会社」という）の新株予約権

を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新た

に発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割

契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付す

るものとします。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定します。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後払込金額に③に

従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発効日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間の満了日まで

とします。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　　　　　ａ．新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第４０条第１項に従い算出される資本金等

増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

　　　　　ｂ．新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ａ記載の資本金等増加限度額から上記ａに定め

る増加する資本金の額を減じた額とします。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。

⑧新株予約権の取得条項

　　　　　ａ．当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書または株式移転の議案

について当社株主総会の承認決議がなされたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとします。

　　　　　ｂ．当社は、新株予約権者が上記新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は当該新株予約権を無償で取得することができるものと

します。
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（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数

増減数（株）

発行済株式総数

残高（株）

資本金増減額

（百万円）

資本金残高

（百万円）

資本準備金増減

額（百万円）

資本準備金残高

（百万円）

平成21年４月１日～

平成21年６月30日　
－ 3,446,037 － 10,000 － 100,000

　

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。　

（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成21年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

　 平成21年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 　普通株式 80,518 － －

完全議決権株式（その他） 　普通株式 3,365,519 3,365,519 －

発行済株式総数 3,446,037 － －

総株主の議決権 － 3,365,519 －

 ②【自己株式等】

　 平成21年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

㈱スカパーJSAT

ホールディングス

東京都港区赤坂一丁目

14番14号
80,518 － 80,518 2.34

計 － 80,518 － 80,518 2.34

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
４月

５月 ６月

最高（円） 39,35038,00038,350

最低（円） 34,85034,70035,150

　（注）　最高・最低株価は、株式会社東京証券取引所市場第一部におけるものです。

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表

規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半期連結累

計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成してお

ります。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表については、監査法人トーマツによるレビューを受け、当第１四半

期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１

日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表については、有限責任監査法人トーマツによる四半期レ

ビューを受けております。

　なお、従来から当社が監査証明を受けている監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日

をもって有限責任監査法人トーマツとなりました。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 44,847 40,419

受取手形及び売掛金 16,907 17,622

有価証券 796 1,500

番組勘定 2,727 4,048

商品 310 262

仕掛品 7 0

貯蔵品 370 419

その他 15,761 15,762

貸倒引当金 △434 △491

流動資産合計 81,292 79,544

固定資産

有形固定資産

通信衛星設備 ※
 87,320

※
 90,216

建設仮勘定 34,525 32,298

その他 ※
 44,883

※
 41,770

有形固定資産合計 166,729 164,285

無形固定資産

のれん 11,741 12,050

その他 6,362 6,678

無形固定資産合計 18,103 18,729

投資その他の資産

投資有価証券 27,395 25,514

長期貸付金 10,797 11,111

その他 9,043 10,811

貸倒引当金 △181 △184

投資その他の資産合計 47,054 47,252

固定資産合計 231,886 230,267

資産合計 313,179 309,811
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 292 371

1年内返済予定の長期借入金 13,765 13,588

未払金 9,151 12,072

未払法人税等 293 505

引当金 643 816

その他 28,861 23,247

流動負債合計 53,008 50,602

固定負債

長期借入金 78,614 78,946

引当金 3,076 3,100

その他 4,374 3,660

固定負債合計 86,065 85,707

負債合計 139,073 136,309

純資産の部

株主資本

資本金 10,000 10,000

資本剰余金 158,193 158,193

利益剰余金 7,020 7,139

自己株式 △3,883 △3,883

株主資本合計 171,330 171,449

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △139 △758

繰延ヘッジ損益 △193 △205

為替換算調整勘定 △657 △1,058

評価・換算差額等合計 △990 △2,023

新株予約権 64 71

少数株主持分 3,702 4,004

純資産合計 174,105 173,502

負債純資産合計 313,179 309,811
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

営業収益 34,634 34,990

営業原価 20,561 21,157

営業総利益 14,072 13,833

販売費及び一般管理費 ※
 9,868

※
 9,801

営業利益 4,203 4,031

営業外収益

受取利息 558 286

受取配当金 30 18

その他 157 180

営業外収益合計 747 485

営業外費用

支払利息 628 413

持分法による投資損失 166 179

その他 42 163

営業外費用合計 837 756

経常利益 4,113 3,760

特別利益

貸倒引当金戻入額 278 3

その他 23 －

特別利益合計 302 3

特別損失

固定資産除却損 25 46

投資有価証券評価損 3,555 －

その他 78 3

特別損失合計 3,659 50

税金等調整前四半期純利益 756 3,713

法人税、住民税及び事業税 1,023 252

法人税等調整額 △56 1,542

法人税等合計 967 1,794

少数株主利益又は少数株主損失（△） △291 18

四半期純利益 80 1,900
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 756 3,713

減価償却費 5,321 5,560

のれん償却額 311 307

受取利息及び受取配当金 △589 △304

支払利息 628 413

持分法による投資損益（△は益） 166 179

貸倒引当金戻入額 △278 －

固定資産除却損 25 46

投資有価証券評価損益（△は益） 3,555 －

売上債権の増減額（△は増加） 709 714

番組勘定の増減額（△は増加） 2,638 1,321

未払金の増減額（△は減少） △3,849 △3,248

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,065 △77

前受収益の増減額（△は減少） 4,247 7,228

その他 △352 210

小計 12,224 16,064

利息及び配当金の受取額 539 363

利息の支払額 △419 △412

法人税等の支払額 △2,197 △398

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,146 15,617

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △2,000

定期預金の払戻による収入 1,267 －

短期貸付金の回収による収入 1,285 －

有形固定資産の取得による支出 △7,291 △8,297

有形固定資産の売却による収入 15 2

無形固定資産の取得による支出 △644 △529

無形固定資産の売却による収入 10 －

投資有価証券の取得による支出 △500 －

投資有価証券の売却及び償還による収入 50 237

子会社株式の取得による支出 － △293

関係会社株式の取得による支出 △374 △572

長期貸付けによる支出 △518 －

長期貸付金の回収による収入 520 1,144

その他 11 92

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,168 △10,215
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

割賦債務の返済による支出 △18 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △13 △71

長期借入れによる収入 518 －

長期借入金の返済による支出 △1,500 △1,161

配当金の支払額 △3,111 △1,881

少数株主への配当金の支払額 △4 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,130 △3,122

現金及び現金同等物に係る換算差額 △248 147

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △399 2,427

現金及び現金同等物の期首残高 44,999 40,419

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 44,599

※
 42,847
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　　該当事項はありません。

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

※　有形固定資産の減価償却累計額 ※　有形固定資産の減価償却累計額

165,170百万円 162,168百万円

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

 ※　販売費及び一般管理費のうち主要なもの  ※　販売費及び一般管理費のうち主要なもの

給与手当 1,045百万円

広告宣伝費 1,355百万円

販売促進費 1,375百万円

代理店手数料 1,524百万円

給与手当 1,198百万円

広告宣伝費 1,768百万円

販売促進費 1,732百万円

代理店手数料 1,240百万円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

 ※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係（平成20

年６月30日現在）

 ※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係（平成21

年６月30日現在）

現金及び預金勘定 26,140百万円

有価証券 20,489百万円

計 46,629百万円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金
△30百万円

MMFを除く償還期限が３ヶ月

を超える有価証券
△2,000百万円

現金及び現金同等物 44,599百万円

 

現金及び預金勘定 44,847百万円

有価証券 796百万円

計 45,643百万円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金
△2,000百万円

償還期限が３ヶ月を超える有

価証券
△796百万円

現金及び現金同等物 42,847百万円
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　

平成21年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　　　　3,446,037株

 

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　　　　　 80,518株

 

３．新株予約権等に関する事項

　ストック・オプションとしての新株予約権

　　新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　　親会社　　64百万円

 

４．配当に関する事項

　　　　　　配当金支払額　　　
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年５月13日

取締役会
普通株式 2,019 600平成21年３月31日平成21年６月29日利益剰余金
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

 
放送関連事業

（百万円）

衛星運営事業

（百万円）
計（百万円）

消去又は全社

（百万円）
連結（百万円）

Ⅰ　営業収益及び営業損益      

　営業収益      

（1）外部顧客に対する営業収

益
22,518 12,115 34,634 － 34,634

（2）セグメント間の内部営業

収益又は振替高
957 1,453 2,411 △2,411 －

計 23,476 13,569 37,046 △2,411 34,634

　営業利益 564 3,834 4,398 △194 4,203

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

 
有料多チャンネル

事業（百万円）

衛星事業

（百万円）
計（百万円）

消去又は全社

（百万円）
連結（百万円）

Ⅰ　営業収益及び営業損益      

　営業収益      

（1）外部顧客に対する営業収

益
27,552 7,438 34,990 － 34,990

（2）セグメント間の内部営業

収益又は振替高
14 231 245 △245 －

計 27,567 7,669 35,236 △245 34,990

　営業利益 2,638 1,570 4,209 △177 4,031

（注１）事業区分の方法　

　　　　　　事業は、経営管理体制の観点から区分しております。

（注２）事業区分の方法の変更　　　　　

　　事業区分の方法については、従来、通信衛星というインフラを利用する広義の放送業務を主たる事業とする

「放送関連事業」と通信衛星というインフラの構築・管制・運用等を主たる事業とする「衛星運営事業」に経

営管理体制の観点から大別しておりましたが、前第３四半期連結会計期間より当社グループの主要事業子会社

である株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ、ジェイサット株式会社及び宇宙通信株式会社の

合併（合併会社の商号はスカパーJSAT株式会社）を実施し、事業の一体化を実現したことを契機に、同社が新た

に構築した内部管理上の事業区分を基礎として以下のとおりに区分を変更いたしました。

　従来の「衛星運営事業」に含めていた有料多チャンネル放送業務にかかる営業収益及び営業費用を「放送関連

事業」に含めることとし、併せて、「放送関連事業」を「有料多チャンネル事業」、「衛星運営事業」を「衛星

事業」に名称変更いたしました。

　　また、技術部門及び管理部門も一体化されたことに伴い、これらの部門に係る費用は、主として用役の提供度合

いを表す一定の配賦基準で各事業へ配賦する方法を採用いたしました。

　　なお、従来の方法と比較し、前第１四半期連結累計期間の営業収益は、有料多チャンネル事業が3,357百万円増

加し、衛星事業が5,515百万円減少し、消去又は全社が2,158百万円増加いたしました。営業利益においては、有料

多チャンネル事業が2,154百万円増加し、衛星事業が2,366百万円減少し、消去又は全社が212百万円増加いたし

ました。

（注３）事業区分の内容

 事業区分 主要サービス　

有料多チャンネル事業 有料多チャンネル放送及び関連放送事業

衛星事業 通信衛星を利用した各種通信事業及び通信衛星インフラの構築・管制・運用等の事業
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【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　全セグメントの営業収益の合計額に占める本邦の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメン

ト情報の記載は省略しております。

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

　全セグメントの営業収益の合計額に占める本邦の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメン

ト情報の記載は省略しております。

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　海外営業収益は、連結営業収益の10％未満のため記載は省略しております。

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

　海外営業収益は、連結営業収益の10％未満のため記載は省略しております。

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 50,613円18銭 １株当たり純資産額 50,341円69銭

２．１株当たり四半期純利益金額

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 23円55　
銭

　

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しませんので

記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 564円58　　
銭

　

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しませんので

記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

四半期純利益（百万円） 80 1,900

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 80 1,900

普通株式の期中平均株式数（株） 3,421,243 3,365,519

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

新株予約権９種類（新株予約権

の数12,574個）。この詳細は

「第４　提出会社の状況　１ 株

式等の状況　(2)新株予約権等の

状況」に記載のとおりでありま

す。

新株予約権６種類（新株予約権

の数9,221個）。この詳細は「第

４　提出会社の状況　１　株式等

の状況　(2)新株予約権等の状

況」に記載のとおりでありま

す。

（重要な後発事象）

　　該当事項はありません。　

　

２【その他】

　（剰余金の配当）

　　　平成21年５月13日開催の取締役会において、平成21年３月31日現在の株主名簿に記載または記録されている株主

に対する期末配当として、１株当たり600円の配当を行うことを決議しました。

　　　　　①配当財産の種類及びその総額　　　　　　　金銭による配当　総額2,019百万円

　　　　　②株主に対する配当財産の割当　　　　　　　１株当たり600円

　　　　　③当該剰余金の配当がその効力を生ずる日　　平成21年６月29日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月12日

株式会社スカパーJSATホールディングス

取締役会　御中

監査法人トーマツ

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 飯野　健一　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 布施　伸章　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 松浦　利治　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社スカパー

JSATホールディングスの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20

年４月１日から平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計

算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社スカパーJSATホールディングス及び連結子会社の平成20年６月

30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適

正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

追記情報

　重要な後発事象において、連結子会社との吸収分割及び連結子会社同士の吸収合併に関する事項が記載されている。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年８月４日

株式会社スカパーJSATホールディングス

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 飯野　健一　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 布施　伸章　　印

　

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社スカ

パーＪＳＡＴホールディングスの平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの連結会計年度の第１四半期連結会

計期間（平成２１年４月１日から平成 ２１年６月３０日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成２１年４月１日から

平成２１年６月３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社スカパーＪＳＡＴホールディングス及び連結子会社の平成２１

年６月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの

状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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